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経済論叢(京 都大学)第170巻 第2号,2002年8月

閉鎖的所有構造下における

経営者支配の根拠(1)
. 一 三井財閥内芝浦製作所の事例を使って一

坂 本 雅 則

は じ め に

法律的所有権者が経営者であるという 「所有 と経営の一致」 した企業 におけ

る権力関係を分析 してみると,「資本家」が行使する支配権力の根拠は,「資本

が増殖する ことに対する戦略的重要性」であることがわかる1)。しか し,そ こ

では株式会社化 した企業の事例を分析 したのではないから,直 接的に株式所有

権者なり専門経営者な りの権力の根拠が吟味されたわけではなかった。そこで,

本稿では,前 編 に引き続いて,経 営規模がより大きく,か つ株式会社化 した段

階の企業,三 井財閥内芝浦製作所における支配権力の重層的決定関係を分析す

ることで,前 編で得られたインプリケーションを吟味する。なお,時 期的には

株式会社化を果たす前後に設定されている。

なぜ三井を選択 したか ということであるが,説 明の便宜上,仮 に家族企業を

三つのタイプ帥に分 け,① 資本家である家族の主人が家業の最高政策決定に

1)拙 稿 「資本家 支配 の根拠(1)」r経 済論叢』 第168巻 第3号,2001年,「 資本 家支 配の根 拠

(2)」 「経済論叢」第168巻 第4号,20D1年 で事例分析 を行 った。

2)森 川英正 「財 閥の経営 史的研究」 東洋経済新報社,1980年,32ペ ージで なされている分類 を利

用 したが,文 章か ら推測 して,森 川 自身は 「支配」 については通説 的見解(株 式所有 論的支配

論)で ある。す ぐ後の表現 に出て くるが,森 川 は住 友を 「権力委諏型」 と類型化 している。 ζの

ような 「委譲」 とい う認識が成 り立つ には法律的所 有権 に 「経営 政策決定力 」とい う支配が偶性

として付随 している とい う認識論的 立場 を共有 しているからで ある。 したが って,こ こで は「!
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関する実権を有する三菱型,② 資本家である家族は家業の経営に実質的に関

与せず最高経営政策決定の実権は専門経営者に 「委譲」す る住友型,③ 資本

家である家族と専門経営者が最高経営政策決定に関す る実権を事実上分有 し両

者の権限責任の区分が不分明である三井型と,三 つに類型化 してみよう、,その

場合,Fモ 井は閉鎖的な所有構造を保持 しつつ,政 策決定には所有者 と経営者が

権力を分有 しながら.介入 しているとされる。すなわち,あ る部分は委譲 し,あ

る部分は委譲 していないという 「中途半端な」権力構造であるといえる。そう

いう意味で,前 編で指摘 した株式所有論的支配論で もテクノクラー ト論的支配

論で も説明 しきれない部分を残 し,既 存支配論の弱点が同時に露呈する上に,

支配権力の重層的決定関係 もより複雑に表出する格好の題材であると考えたか

らである。

また,な ぜ前編で取 り上げた栗原 「賜 が合名会社を経て株式会社化 してい く

過程を追い続 けないのか ということであるが,① それは可能であるしそれな

りの意味も存在するが,栗 原家の人. の々属人性が強 く残る傾向があること,②

栗原工場を分析 した最大の意味は,株 式会社化 していない個人企業の.事 例を

取 り上げることで,最 も単純な支配形態を表出するはずの所有者支配でさえ権

力は 「重層的決定関係」をもって表出することを示すという理由からであ り,

それ以...ヒの分析上の意義がないことから避けた。

吟味 される論点

芝 浦 製 作 所 は 田 中 製作 所 が金 融 関係 の あ っ た 三 井 の傘 下 に 入 る こ とで 誕 生 し

た とい う経 緯 が あ る た め に,二 井 の所 有 者 が 芝浦 の創 業 者 で な い 。 そ の よ うな

事情 もあ り,花 井 財 閥 内芝 浦製 作 所 で は株 式 会社 化 す る以 前 か ら 「所 有(者)

と経 営(者)と の(人 格 的.〕分 離 」 が 成 立 して い る。 今 回 の事 例 で は以 下 の論

点 が 吟 味 され る。 ① 前 編 で 考 察 した 小 規 模 個 人企 業段 階 で の法 律 的 所 有 権 が

＼般的分類の点だげを利用 したのであり,「支配」の根拠なり権力関係なりが森川が類型化したと

おりになるとは.考えていない。
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内在させていた関係行.為と今回のような..定の経営規模に達 した個人企業段階

でのそれとの相違点を明確 にする。② 株式所.有権 をほとん ど所有 しない,い

わゆる 「専門経営者」:～:と株式所有権者 とその他の諸主体 との間における権力

関係の.具体的分折を通 じて,閉 鎖的所有構造下における専門経営者が行使する

「支配.権力」の根拠を確定する。

1支 配 構 造(1>(明 治26年 か ら明 治31年 ま で 〉

芝 浦 製 作 所 の 前身 は 出 中 久重 レが 明 治8年 に創 設 した 田 中 製作 所 を 嗜1矢とす

る,、そ の 後,二 代 目が 継 い だ が,明 治26年 に苦 境 に 陥 り,三 井 に 譲 渡 さ れ た 、,

1概 観

明 治27,28,29年 の3年 間 は 日清 戦 争 と戦 後 の 好 況 に 終 始 した とい え る.戦

中 は 軍 需 品 ・鐘 紡 か らの注 文 ・東 京 電 燈 か らの 煙 突 ・東 京 市.水道 揚水 ポ ン プ等

を製 作 した 、,戦後 は好 況 に よ って 各 種 企 業 が 勃 興 した こ とに よ って,一 般 諸 機

械 の 需 要 も増 大 して い た が,当 時 の 芝 浦 製作 所 の経 営体 制 で は 十 分 に 応 え る こ

とが で きな か った5,、,

明 治26年,三 井銀 行 の傘'下に 入 り,田 中 製作 所 は 芝 浦 製作 所 に 改 称 さ れ る が,

まず,三 井 銀 行 下 「㌔1で「主任 」 藤 山雷 太,製 造 課 長技 術 長 吉 田朋 吉,電 気L部

長 潮 田 傳 五 郎71が 送 り込 ま れ た 。 明 治27年,三 井 工 業 部 品:1に所 属 す る こ とに な

3)当 然 ではあ るが,「 専 門経営者 」 とい う階層 は何 も株式 会.仕化 した企 業の段 階に なってか らは

じめて出現 したわけで はない。

4)1799:年 生まれで,幼 名を儀右衛 門とい い,い ろんな発明を し,佐 賀藩で は1【本 初の汽罐 ・汽船

を製作 していたほどであ った。東京芝浦電 気株式会社総 合企画部社史編纂室編 『東 京芝浦電気株

式 会社 八..十'n=年史三 東京芝浦電気 株式会社,196ユ 年,〔 以..卜.,社史編 と略す)46ペ ー ジ,木 村安
一1.芝 浦製作 所六..←五年 史」.文祥 堂,]94〔〕年,14-15ベ ー ジ参照。な お,今 津 健治 「か らく り儀

右衛門=東 芝創.1ア沓田中久重 とそρ)時代」 ダイヤモ ンド社,1992年 も参照。

5)木 村,同 ト書.27ペ ー ジを参照。

6)当 時 の銀行総長 ば:.三共高保で,法 律的所有権者であ る。

7)藤 山は.こル銀行の抵当係,-II]は 鐘淵紡績技師長兼任,潮 田は逓信省技師であ った。 木村,前

掲 』}:,22一詔ページを参照。

8:ト 三井銀行の 中上川彦次臼llの献策で,金 融 ・商業中心の活動 に加え てL業 方面の事業 を展開す/
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喬わ けで あ るが ド 「支 配 人 」 と して 藤 山 が 任 命 され て い る。

日清 戦 争 と戦 後好 況 に よ り,明 治27年 か ら29年 ま で の 時期 は順 調 に注 文 額 は

伸 びた が,工 場 内 の 仕事 自体 が 「不 均 質で,繁 閑常 な 春状 態 で 」 あ った た め に,

不 利 を承 知 で何 で も引 き受 け た ものや 外 国 品 と比較 した と き廉 価 で な けれ ば 注

文 を受 け られ な い とい う市 場 状 況 を反 映 して,製 作 品 が 「雑 種 混 淆,工 場 は常

に混 雑 を極 め 」 て い て,能 率 も上 が らな か った 。夜 業 もた び た び で,必 然 的 に

割 増 金 等 もか さみ,仕 事 は多 い が 利 益 は出 ない とい う状 態'〕で あ った 。 実 際,

明 治32年 の下 期 まで 赤 字 が続 い た1%所 有 者 で あ る三 井 工 業 部 か らは 当 然,非

難 の声 が 上 が って い た 。

こ う した 状 況 下 で,明 治29年,藤 山 に代 わ って 三 井 銀 行 神 戸 支 店 長 の小 野 有

次 郎 が 支 配 人 に就任 した が,経 営 上 の 基 本 方 針 は変 わ りな く,潮 田 を渡 米 させ

て11…技 術 進 歩 を促 した り,工 場 ・機 械 の 増 設 ・改 良 と し て6万 円 を投 入 した り

した。 しか し,工 場 内 の 改 良 はで きず,依 然 業 績 不 振 は続 くこ と と な り,結 局,

明 治30年,小 野 に代 わ って 若 山鉱 吉 田 が 支 配 人 と し て就 任 す る こ と に な る。

若 山 は 自己 の 専 門 技術 た る造 船 を営 業 品 目 と して 加 え,自 ら の 出身 で あ る海

軍 関係 の 注 文 を梃 子 に 業 績 回 復 をね ら うな ど,.様 々 な 経 営 際 策 〔意 見 書 の 提

出 ・人事 刷 新)を 打 ち出 す 。 若 山 の政 策 は着 実 に現 実 化 され つ つ あ っ たが,明

治31年,そ の急 死 で 頓 挫 して しま う。

若 山 時代 は 日清 戦 後 の経 済 拡 大 期 が 終 わ り,明 治29年 に は不 況 に突 入 し,31

年 ま で持 続 して い た 。競 争 は激 化 し,注 文 引 受 も困 難 を.極め#が,若 山 の戦 略

＼ることになる。そのときに新設したのがこの三井工業部であ り,新町紡績所 ・富岡製糸工場 ・鐘

淵紡績 ・王子製紙などが統括された。社史編,同 上書,49-50ペ ージを参照。なお,工 業部部長

は法律的所有権者の三井武之助である。

9)・木村,前 掲書,28ペー ジを参照。

10>杜 史編,52ペ ージを参照。後述するように,利 益それ自体は出ているが,そ れまでの投資額

〔資本注入額)に 見合 うほどの利益が出ていないという意味であると推察される。

11>木 村,前 掲書,30ペ ージ.を参照。

12)海 軍技術官としてフランスに留学し,帰 国後,少 技監を経て若山組を起こして事業を展開して

いた。それを三井幹部の益田孝が聞きつけて工業部へ招聘 し,芝浦5派 遣 した。工業部がこれま

での失敗に学んで,技 術者であり,そ して事業展開をもしていた人物を投入していることは,経

営機能が支配権力を持つということの度照であ り,注 目に値する。
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で あ る 程 度 業 績 は 回 復 し て い た 、、

2市 場 における芝浦製作所の位置

明 治 初 期 の機 械工 業 は大 規 模 官 営 事 業 と小 規 模 民 間事 業 とに二 極 分 化 して い

た 眺,前 者 は 国 産 化 に 失敗 した の に 対 して,後 者 は一 定 の 成 長 を遂 げ,機 械 丁:

場 と呼 べ る もの も出現 しは じめ て お り,出 中製 作 所 は民 間.企業 の111で,当 時 の

最 大規 模 の機 械1:腸"で あ った。

この 時期 の市 場 状 況 で あ るが,重 電 機 分 野 で の 国産 品 は輸 入機 械 に圧 倒 され

て い だ 、国 産 品 の容 量 は輸 入 品 と比 べ て小 さ く,大 容 量 の高 圧 機 器 の供 給 は ほ

とん ど外 国 製 に依 存 し,国 内企 業 は小 型 機 器 中心 で あ っ た。 ま た,国 内企 業 だ

けを 見 て も,職 工 数 ・原 動 機 数 ・馬 力 数 とい った あ らゆ る点 か ら軍 工 廠 の割 合

は圧 倒 的':で あ り,民 間企 業 も軍 需 に依 存 して い る と ころが 大 きか った。

電 力 生 産機 器 で あ る発 電 ・送 電 ・変 電 ・配 電 機 器 や 生 産用 電 力 消 費機 器で あ

る電動 機 が.1要 な商 品で あ る電 気 機 械 工 業 は 当然,電.気 産 業 の.発展 と強 い相 関

関係 を持 つ 堅、そ の観 点 か ら,こ の 時 期 の 電 気 機 械 に対 す る需 要 とい えば 電 燈

事 業 で,比 較 的 順 調 で あ った 孔 、す な わ ち,明 治19年,東 京 電 燈 会 社 の 開業 後,

全 国 各 地で 電 燈 会社 が 営 業 を 開始 して い た。 しか し,電 気 機 械.工業が 日本 で 成

立 す るに は 未 だ濫 觴 の域 を 出ず,世 界 的 レベ ルで 考 え て み て も,ウ ェ.スチ ン グ

ハ ウ ス(WH)が 交 流 技 術 を使 って 変 圧 器 ・送 配 電 装 置 を開発 し納 入 した のが

明 治194'1'で あ った。

13;1鈴 木淳 「明 治 の機 械 工 業:そ の生 成 と展 開』 ミネ ル ヴ.ド書 房.ユ99日 年,97-98ペ ー・ジを 参 照 白

14}沢 井実 「機 械 工 業 」(西 川俊 作 ・阿 部 武 司編 『産 業 化 の 時 代」 岩 波.占二店.1990年)243べ ・..ジの

表 を 参 照 せ よ 。 また,内 藤 則 邦 「酋 業 革 今 期 に お げ る 「鉄 工 」 の 形 成 と陶 冶 につ い て 」 『Lノ:教経

済 学研 究 」 第16巻2署',1962年,40ベー ジ も参照 せ よ.

15)111本 潔 「口本 に お け る職 場 の技 術 ・労 働 史1814-1990年 」 東 京 大学 出版 会.1994年,136ぺ ・一ジ

を.参 照。

16)松 島 春 海 「LI本 に 於 け る電 気 産 業 の 形 成 過 程1「 新 潟 大 学 法 経 論 集 』 第10巻 第3・4合 俳 号,

19田 年,37殴 一 ジ 参照 。

17)石 井 金 之 助 「産 業 革 命 の 成 熟 と電 ⊥二業 化 へ の 歩 み 」 〔有 沢 広 巳編 『現 代 産 業 論 講 座1」.岩 波 書

店 、19590/04,….ジ を参 照 、 松 島,同.上 論 文41ペー ジ も参 照 。

]9)竹 内 宏 『電 気 機 械[:業 」 東洋 経 済 新 報 栓,1973年,26ベ ー ジ を参 照.
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明 治27,28年,東 京 電 燈 は 浅 草 に 中 央 火 力 発 電 所L':トを新 設 す る 上 で,200

kw交 流 発 電機4台,265kw交 流 発 電 機2台 を設 置 し,前 者 は石/11島 造 船 所 製

造 で あ って,当 時 の 日本 製 と して は最 大 規 模 で あ った 。 こ の時,芝 浦 製 作 所 は

当 発 電所 の.耐震 煙 突 を引 受 け,製 作 してい る。

当 時 の 競 争 相 手 で あ る電 機 企 業 を 見 て み る と,明 治16年 開 業 のr吉 電 機 工

場騨 が,明 治17年 に工 部 大 学 教 授 藤 岡.市助 の設.計 ・指 導 で 口 本初 の発 電 機 を 試

作,26年 に は浜 松 電 燈 ・豊橋 電 燈 の注 文 で 発 電 機 を納 入 し,当 時 最大 規 模 の重

電 企業 で あ っ た 、,明治18年 に は京 都 で 奥 村 商 店 が,明 治30年 に 明 電 舎 が,31年

に 三 菱 造船 所 内電 機 工 場 が創 業 し,石 川 島造 船 所 は 明 治28年,浅 草発 電所 に単

相 交 流2000V,200kw.発 電 機 を2台 納 入 して い る 。

商 品 構 成 は と い う と,電 機 製 作 は 田 中製 作 所 の 引 継 と同時 に 開始 され,明

治27年 に60kw二 相 交 流 発 電 機 が,28年 に25馬 力 直 流 電 動 機 が 製 作 され た 、.、

こ う して,営 業 岨 目 に電 機 が 追 加 さ れ た わ けで あ るが,電 機 製 作 に 関 して,

別 段 他 企 業 よ り競 争Lの 優 位 性 が あ る わ け で もな け れ ば,工 場 の 電 化 が 進 ん

で い な い段 階 で は 市 場 規 模 も そ れ ほ ど で も な い状 況 で は,電 機 に し ろ一 般 機

械 に しろ 注 文 は伸 び悩 ん だ 。 そ こで,当 座 の仕 事 と して,鐘 淵 紡 績 会社 が 新

設 す る兵 庫 工 場 用 諸 機 械 の 注 文 を 受 け,1300馬 力 の 蒸 気 機 関 ・汽 機 を製 作 し

た。 この 時 期 の 鐘 紡 は 工 業 部 門 へ の 進 出 を 具 体 化 して い た 三 井 管 理 下 に あ り,

社 長 は 中上 胴 彦 次 郎,専 務 が 朝 吹 英 二,支 配 人 に 武 藤 山 治 とい う経 営 暦1:で,

「芝 浦 に製 作 の 自信 が あ る ので あ れ ば,外 国 品 と同 じ値 段 で 注 文 す る」 とい

19:1木 村,前 掲書,25ペ ー ジを参照.こ の 発電 所で さえ.送 電電 圧 は2000vと3000V『 〔あ り、

未だ市内配電 の時代 を超 えてい なか った とい う。

2ωL部 省電信製機所 の技師三吉止一が創 業 した1.二場で,明 治⊥8年に日本初の重電機器で、 山口紡

績所へ15k,直 流発電機 を製 作L,明 治25年 に箱根電燈所 へkw30単 相交流発 電機 を作 ってい

た。さらに京都電気鉄道へ の竜 車珊電動機 を製造 もしてお り,当 時 の国 内重電機企業で は開発技

術 ・企業規摸 共にず ば抜 けてい た。 しか し,明 治30年 恐慌で 閉鎖 されている。H本 電機n業 会編

「日本電機工 業史」H本 電機1:業 会,]956-1979年,9ペ ー ジ.竹 内,前 掲書,.[07ペ ージ.:イ.「II1

宏輻 「重電 機業界」教育社新 書,1975年,39ペ ー ジを参照に

21)明 治器年恐慌で経営難 に陥って,明 治25年 に中h川,朝 吹 自身 らが三井か ら取締役 として入 っ

ていデこ.
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う話 が ま とま り,発 注 さ れ た もの で あ った 、、ま た,こ の 時 期(明 治27年)の も

う一 つ の 代 表 的 商 品 と して は 鋼 製耐 震煙 突鋤 が 挙 げ られ る 。 当 時 の 技術 長,吉

田朋 古 設 計 で あ り,従 来 が煉 瓦 製 で あ った こ とか ら,耐 震 性 に優 れ 注 文 が 殺 到

した とい う。

日清 戦 後 の 好 況 は 各 種工 業 を 生 み だ し.,諸 機 械 の 需 要 は 増 大 した 。 す な わ ち,

明 治29年 は 汽 機23台,汽 罐27台,煙 突4基,コ ンデ ンサ ー3台,発 電 機25台,

電 動 機2台 な どで,30年 も同額 で,種 類 も変 化 して い な い 。31年 は 不 況 とな る

が,官 庁 関 係 の 注 文 品 と造 船 で つ な い だ 。

3社 会的労働過程 分析

1)資 金 循 環構 造

この 時 期 の 注 文 引受 高 ・資 本 注 入 額 ・損 益 の推 移 は 次 頁 の 通 り。

2)労 働 結.合過程 と して の経 営 過 程 と機 能 的媒 介 主 体

まず,一 般 的 に 「統 轄 機 関」 とい わ れ る財 閥 本 社Z:1,のこの 時 期 に お け る制 度

的 ・法 形 式 的 変遷 を 見 て み る 。 当 初 は 三 井 家 の.事業 とい うの は 三 井 銀 行 だ け で

あ った が,三 井 物 産 ・一{井鉱 山が 加 わ り,業 務 監 督 の た め に,開 治24年,「 三

井 仮 評議 会 」 を 設 置 した。 明 治26年 に は 旧 来 の 「大 元 方」 を廃 して,仮 評議 会

と統 合 し 「三 井 同族 会」 を設 置 しで い る 。 ま た,27年,三 井元 方 に 工 業 部 を 設

置 し,在 来事 業 は 同族 会が 工 業 部 を 通 じて 「統 轄 」 で きる よ うに した 。29年 に

は 三 井 商 店 理事 会 を設 置 し,同 族 会 に よ って 各 商 店 か ら選 出 した 会 員 ・同族 会

議 長 ・元 方総 長 ・各商 店 重.役職 の 同族 で構 成 さ れ,四 つ の 合 名 会社,工 業 部 ・

地 所 部脚 の 業 務執 行 につ い て評 議 した 。 これ ら本社 の権 限 は,こ の 時期 は そ れ

ほ ど大 した もので は な か っ た、、か な り重 要 な議 案 で あ って も,各 会 社 レベ ル で

22,鐘 紡猪注の機械にしろ電機製作の開始にしろ,従 来の機械設備では間に合わなくなり,設備投

資がなされた.す なわち,550〔川【1を投 じて.鋳 物1場 ・組.立工場 ・製缶工場の増設と新鋭:⊥=作

機械の投入されている...
23)森 川,前 掲.蒔,盟3べ一一ジにおいて,'財 閥の多角的事業経営を総合的に統轄する機関L)こと一

と定義 している。

24:】明治29年に].:業部と地所部は商店理事会管理下にな一.ている,,
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決 裁 も して い た よ うで あ る三5〕、,また,こ の 時 期 の三 井 本社 重 役 の 重 要 人 物 と し

て は渋 沢栄 一 ・益 田 孝 ・中上 川 彦 次 郎,芝 浦 レベ.,レの重 役 と して は藤 山雷 太 ・

小 野.有次 郎 ・若 山 鉱 吉 らが 挙 げ られ る。

次 に,生 産諸 要 素 の 概 要 で あ るが,明 治29年 に は工 夫800余 名,工 場 は 仕L

場,発 電 機 製作 場,木 型 製作 場,鋳 造場,鍛 冶 ・製 罐 場 で 編 成凋 され て お り,

原 動.刀は蒸 気 で あ った 。 そ れ が 明 治31年 に な る と,職 員96名,職 工750名,工

場 は若 山 が小 型 船 舶 を商 品 に 加 え た こ とで,組 立1:場,電 気 ⊥場,木 型 工 場,

鋳 物 工 場,錬 鉄 ・製 罐L場,造 船 工 場 とい う編 成 に な り,動 力 が.・部 電 力 に

な って い る 。す なわ ち,時 期 的 な 変化 は あ れ,木 型 工場,鋳 造工 場,鍛 冶 工場,

仕 上工 場,製 罐 工 場 とい う 「複 数 の万 能職 場 野 か ら構 成 さ れ て い る と言 え る,、

万能 職 場 で 使 用 され る機 械 につ い て 見 てみ る と,二 井 傘 下 に 入 った 明 治26年

で は機 械 製 作 の一 連 の流 れ で あ る木 型 作 り,鋳 造,鍛 造,機 械 加.1.:とい う諸L

程 が ・....・応 機 械 化 され てい る もの の,そ の範 囲 は ご く初 歩 的段 階で あ った。 す な

わ ち,旋 盤 ・万 力 ・金敷 とい った もの が 大 部 分 を 占 め て い る罰。 しか も,明 治

30年 段 階 に な っ て も,機 械 化 が 進 む ど こ ろか 増 設 機 械 の うち89%が 定 型 的 旋 盤

が 占め る とい う状 態 で あ った 。

什 ヒ工 場 で は..1:作機 械 と呼 べ る もの は ほ とん どな く肌 あ った と して も精 度

の 低 い もの で あ り,商 品 が 蒸気 機 関 か ら紡 績 機 械 ・鉱 山機 械 ・ポ ンプ等 まで 製

作 す る必 婆 が あ る こ と も考 え合 わせ た と き,そ れ ぞ れ の機 構 ・組 立 順序 ・接 合

方 法 を理 解 す る必 要が あ る。 こ うい う条件 下 で は,仕 上工 の技 能 そ れ 自体 が 商

品 の優 劣,売 れ行 きを左 右 す る こ とに な る。 組 立工 場 で も,発 電機 ・電動 機 ・

変 圧 器 を何 種 類 も混 在 さ せ て組 み 立 て て い る、,工程 に お い て も,ハ ンマ ー作

業 ・回転 子 と固定 子 との組 立 ・軸 受 け部 組 立 等 々,組.立 作 業 万 般 を行 って い る。

25)森 川,前 掲書.,2.30-233ページを参照,

26)木 村,前 掲書,260ペ ージの折込を参照,,

27)工 場が複数の万能職場から構成されているというのは,当 時の民間機械企業でぽ一般的な現象

であった、,山本,前 掲書,137-138ペ ージを参照せよ、

's)社 史編,43ぺ ・.ジを参照。

29)木 村.前 掲嵩=.3犯ページの挿絵を参考にL.た.
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製罐工場 も孔明 ・鋲打 ・填隙等の製罐作業の大部分はハンマー等を使 った製罐

工の手作業によっている。この時期の製罐工は厚飯の曲げ加工 し組立であれば,

ボイラー製造であろうが,船 体建造であろうが,煙 突建造であろうが,何 で も

こなしていた。

次に,具 体的な結合過程であるが,他 の機械工場で も「般的MIに 見られた

「親方請負制」が行われていた。すなわち,「開業当時には一般職工の上 に,

一作業場 に一人の世話役 を置いて,職 工に対 し直接 に仕事の指導,監 督」 し

「後これを組長 と改称 し,仕 事の種類により職工十名内外から,二 三十名につ

き一人の組長を置 き,工 場内における職工の直接監督は勿論,家 庭の出来事の

世話まで」鋤 した。

ここで,「 親方制」 とは,親 方が労働者の採用 ・解雇 といった一切の任免権

をもち,組 の編成は親方の一存にゆだねられてお り,労 働市場 における媒介機

能をも果たしたこと,自 らの熟練を小僧 もしくは徒弟に伝達する機能 も果たす

とい う.意味囮てある。また,「 請負制」 とは,仕 事が親方を介 して請け負われ

るとい うこ.とを意味する。すなわち,① 仕事を会社から親方がまとめて請 け

負 う,② 配下に仕事を割 り振る,③ 請負金を一括 して受け取 る,④ 「手間」

を直接渡す謝。請負金額と支払われる賃金 との差額は請負利益 として親方が取

得する。

4機 能的媒介主体の 「戦略性」

1)所 有者の構造的位置

制度的 ・法形式的変遷は上述 したとお りだが,問 題なのは所有者が実際に芝

3① 親方請負 制が 当時 の一般 的傾 向で ある ことは,犬 丸義 一校訂 『職工事 情(下)」 岩 波文庫,

1998年,217-218ペ ージの 「鉄工 某々談話」 と東粂由紀彦 「明治20-30年 代 の 「労働力」 の性 格に

関す る試論」 『史学雑誌」 第89編 第9号,1980年,38ペ ー ジが,親 方 と徒 弟 との関係性 につ いて

は犬丸,前 掲 書,256ペ ー ジの 「某鉄工場の職工の談話」が詳 しい。

31).同 上書.190ペ ー ジか らの引用 。

32)山 本,前 掲書,167ベ ー ジを参照。

33>同 上書,169-170ペ ー ジを参照。

斑
雪
彫
鏤
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浦レベルの経営層でなされる戦略的な意思決定過程にどれほどの 「影響力」を

及ぼし,介 入しているのか とい う権力構造の重層性にまで分析を到達させなけ

れば,支 配権力分析としては不十分である。

当初は三井銀行の管理下であったから,当 然,銀 行支店 と同格であり,戦 略

的意思決定過程の法形式的 ・制度的状況は 「主任の藤山雷太氏から銀行総長に

伺出で,認 可を受けて事務を執行し,銀 行からは各支店同様令達,通 告等を受

け」8<1るというものだった。しか し,銀 行業と機械工業 とでは業務上の性質が

異なることで不都合が多く,明 治27年,三 井元方に工業部が新設さ・れたのと同

時に所有権が工業部罰 に移動する。

三井傘下に入ったとはいえ,か つての田中製作所や栗原工場のような場合と.

違って,三 井家の人間謝が法律的所有権者であるということを根拠に工場に乗

り込んで経営するわけではなく,実.質 的な経営者を派遣した。

当時の工業部部長は三井武之助,理 事に朝吹英二が就任 し,芝 浦製作所のほ

かに新町紡績所 ・富岡製糸所 ・前橋製作所 ・大蠕製糸所 ・名古屋 と三重の新設

製糸所が属 し,「統括」 された3%す なわち,こ れらすべての工場を法律的所

有権者が実質的に統括できるはず もなく,専 門経営者を派遣せざるを得ない経

営規模であった。所有者本人ではない活動主体が経営するわけであるか ら,所

有者の意思が完全に一方向的に貫徹されるはず もないし1そ の必要 もない。活

動主体の各工場 に投下される資本が効率的に増殖 ・蓄積され,そ の一部を吸い

上げればそれで良かったわけである。

2)専 門経営者の構造的位置

この時期の三井財閥で忘れてはならない人物 として中上川彦次郎がいる。ま'

34>木 村,前 掲書,23ペ ー ジを参照 。

35)工 業部設置 は中、ヒ川の 「工業化政策」 の制度 的現 れであった といえる。安 岡重明r三 井財 閥史
一 近世 ・明冶編一 」教育社,1978年1174ペ ー ジを参照せ よ。

36)三 井銀行総長;三 井高保,三 井工業部部長;三 井武之助,三 井鉱 山合名会社社 長;三 井三郎助

を指す。木村,前 掲書,21ペ ージを参照。

37)同 上書,24ペ ージを参照。 また,中 上川 は同時 に経 営を握れ ないような会社 の株式 は手放 して

いる。
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ず三井に来るまでの経緯であるが直叔父の福沢諭吉の援助を受けて明治7年 か

らイギリスに遊学したのち,.井上馨の招きで官界に入 り部下 として働 くが,14

年の政変で下野,福 沢とともに時事新報社を経営 し成功 していた、さら.に,海

外貿易会社を経営 した後,山 陽鉄道の社長を経て,24年,井 上馨の招きで三井

銀行理事として経営建て直しに当たることとなる跳}。

次にこの時期の三井銀行の状況であるが,そ れまでの政商路線が災いして経

営危機に陥っており,危 機打開策を打ち出す必要に迫られていた。そんな中,

登場するのが中上川だった。官金取扱の辞退と不良貸付の整理によって,三 野

村利左右衛門の後の番頭らにはできなかった従来の政商路線を打破 し,工 業経

営を育成するための新戦略9}を 打ち出す。具体的には経営権を握れない株式 ・

先のない会社の株式はすべて売 り払い,俸 給を2,3倍 にしてまで新 しい人材

を投入 した。それまでの三井は物産 ・銀行を中心に政府や権力者との関係を密

にすることで成 り立っていたことから,ど うしても 「投機性」があった。その

ことを考慮すると,中 上川の戦略的方向転換がいかに大 きなものであったかが

理解できる。.中上川が関係し,芝 浦製作所 レベルにおいて結実 した戦略でいえ

ば,た だでさえ注文が少なく苦しいときに三井関係の仕事を芝浦にまわ したこ

と,明 治20年 代技術者の代表格 ・潮田伝五郎畑の雇用,藤 山の電機製作開始へ

の賛同など411が挙げられる。

しか し,い かに中上川の工業化路線という新戦略の方向性が正 しかったとし

ても,方 向性を示しただけでひとりでに利益が出るわけではない岬。彼一人が

すべての企業に乗 り込んでい くわけには当然行かず,経 営者を派遣し,そ の活

動主体が労働を管理することになる。既述 したように,こ の時期の芝浦 レベル

38)森 川,前 掲書,23-25ペ ージ,安 岡,前 掲書,171ペ ー ジな どを参照。

39)白 柳秀湖 『中上川彦治郎伝」岩波書店,1940'4,211,243,248ペ ージを参照。

40)福 沢諭吉の女婿であ り,中 上川 とは義理 の従兄弟であ る。潮田の人事には朝吹 も大 きく.関与 し

ている。白柳,前 掲書,286-288ペ ージを参照。

41)森 川,前 幅書,45ペ ージを参照。

42)工 業部 は新 町紡績所 以外 赤字であ り,芝 浦 も赤字が続い てい る。白柳,前 隅書..277-278ペ ー

ジ,柴 垣和 夫 「日本金融 資本 分析」東 京大 学出版 会,11965年,132ペ ージの第35表 を参照。
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の 経 営 者 は 藤 山 に始 ま り,.小 野,若 山 と続 き,中 上 川(の ち は 団 琢 磨)と と も

に戦 略 的 意 思 決 定過 程 の 司.令的.支配 権 力 を 構 成 して い た 。

具 体 的 に 見 て み よ う。 藤 山靭 に 関 して は,ま さ に 彼 こそ が 電 機 製 作 を商 品 構

成 に入 れ る こ とを 強 力 に押 し進 め た 人 物 で あ った 。 しか し,こ の 時 期 の 電 機 市

場 は 出中 製 作 所 の ・般 機 械 類 で さ え 注 文が 少 な く,そ れ が 原 因 で=..三井 管 理 下 に

.入 った わ けで あ るか ら,不 慣 れ な 電 機 製 作 な どで 注 文が とれ る はず もな く,収

支 が 償 うか ど うか 疑 わ しい とい う所 有 者 ・多 くの 三 井 重 役 らの 反 対 意 見 は至 極

当然 の こ とで あ った.こ れ に 対 して,経 営 者で あ る藤 由 は 「た とえ一 時 の 不 利

は忍 ん で も,時 勢 の趣 く と こ ろ を洞 察 して これ に邁 進 す べ き」強 と して,将 来

性 あ る電 気 機 械 製 作 蜘 を主 張 した 。 どち ら も,経 営 構 造 上 の位 置 を 占 め る活 動

主 体 と して は当 然 の 意 見 で あ る とい え るだ ろ うが,最 終 的 に この 「対 立 」 に終

止 符 を打 った の は,工 業 化 政 策 を推 進 して いた 中心 人物,中L川 で あ って,彼

が 芝浦 製 作 所 の経 営 者 藤 山 の意 見 を支 持 した た め に,電 気 機 械 製 作 は 実現 した 。

す な わ ち,所 有 者で もな んで もな い銀 行 専 務理 事 で あ った 巾 上 川 の 支持 で経 営

政 策 の 最終 決定 は な され た ので あ り,法 律 的所 有 権 者 の 形式 的所 在 よ り,ど う

い う方 向性 で増 殖 ・蓄積 す るのか とい う戦 略 的 な経 営 政 策 につ い て,先 見 の 明

が あ る活動 主 体 の 発 案 ・発 想 と賛 同 が優 先 さ れ た とい え る。

しか し,い く ら先 見 の 明 が あ る 有 能 な経 営 者 らで あ る と い っ て も,電 機

製 作 の 開 始 とい う方 向 性 の 提 示 だ け で は 資 本 主 義 とい う体 制 ドで 生 き残 れ

な い 。 外 国 企 業 か ら の 絶 え ざ る 圧 迫,投 入 した 生 産 手 段 の 精 度 の 低 さ,市

場 の 不 安 定 性,間 接 的管 理 レベ ル とい っ た 客 体 的 状 況 ド揃 で は利 益 は上 げ ら

43)白 柳,前 掲書,281-282ペ ージを参照せ よ。

1の 木村,前 掲書,25ぺ ・一ジを参照、

45〕 中上川 にしろ藤1[1に しろ,電 機製作への こだわ りにはL業 化 に対す る 「信念」 もあ るが,明 治

27,28年 の日清戦争前後 のブー ムに よる炭代の高騰 と蹴..h水力発電所 の成功 に刺激 された水力発

電所 の相次 ぐ設立 とい う重電機需要 の増 大とい う市場状況が背 景と して存在 してい たこ とも見逃

せ ない.山 田亮三 ・竹中一雄 ・三 輪芳郎 「電気機械工 業の展開 と現段階」(有 沢広巳編 『現代 日

本 産業論講座IV』 岩波書店,1960年)2〔}ペ ージを参照、、

16)大 塩武1財 閥資本 と電 気機械.1.業一11ti:会科学討究」第20巻 第.1号.,1974年,122ペ ー ジの注4

も参照。
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れず 狢,藤 山 は解 任 さ れ る こ と とな る。 い く ら主 体 的 条 件 が そ ろ っ て い て もそ

れ だ けで は 不 十分 な の で あ る 。 後任 の小 野 は藤 山 ゆ 政 策 を 引 き継 ぎつ つ 資 本 注.

入 す る も利 益 は依.然あ が らなか った 。

こ う した連 続 赤 字体 質 の状 況 で は 当然,売 却論 細 が 所 有 者 群 か ら出 て くるが,

工 業 部 専 務 理事 の朝 吹,三 井物 産専 務 理 事 の益 田 が 若 山 鉱 吉 を役 人 す る こ と を

提 示 す る。 若 山 の新 戦 略 は技 術 者 レベ ル の 人事 の刷 新,海 軍 関 係 者 に 太 い パ.イ

ブ を持 って い る棚 こ とで造 船事 業 を 商 冒1構成 に 加 え,利 益 の 上 が る企 業 体 質 に

改 善 す る こ と,設 備投 資 の必 要性 を 訴 え る意 見 書 の提 出 な どが 挙 げ られ る。 彼

の戦 略 で 最 も注]す べ きは意 見 書""に 集 約 さ れ て い る。 具体 的 に は,① 機 械

製 作 現 場 で の 労働 が 無秩 序 に 行 わ れ て お り,各 部 の 配 置,機 械 の 種 類 等 々が バ

ラバ ラで あ る,② 使 用 さ れ て い る 機 械 も旧 式 で あ る,③ 海 軍 の 拡 張 計 画

(300万 円)が 存 在 しそ れ を受 注 で き る,④ そ れ に応 え るた め に は手一L的 な 技

術 基 盤 で は生 塵 で き ない,⑤ 技 術 の 手.[:的 熟 練 性 が 利 益 の 出 な い体 質 の 一 端

を担 っ て い る,⑥ 当工 場 の 生 産 能 力 は 限 界 に達 して い るた め 新 規 投 資 が必 要

で あ る,等 々 を指 摘 し,当 時 の 市場 状 況 に 適 合 す る 「現 工 場 各部 の 権 衡 」`二〕を

.主張 した 。 す なわ ち,間 接 的 管 理 と.手工 的 技 術 基 盤 で は競 争 的 商 品 が 製 造 で き

ない とい うこ とを 指 摘 した の で あ る。

芝浦 製 作 所 に来.る前 に 「若 山 組 」 の 経 営 者 で あ った とい う経 歴 か ら考 えて も,

これ まで の経 営 者 よ りも具 体 的 か つ 的 確 に芝 浦 製 作 所 の問 題 を指 摘 して い る、

実 際,利 益 は出 は じめ て い た が,明 治32年1月 に若 山 が 急 死 す る とい う事 態 に

直面 し,同 年5月 三井 物 産 三 池 支 店 支 配 人 大 田黒 重 五 郎 が 登場 す る こ と とな る。

な お,こ の時 の新 規 住 人分 は三 井銀 行 の 当 座 借 越 を使 う とい う条 件 で 決 着 し,

ひ とまず売 却 案 は消 えて い る。

47)資 金循環構造のところの損益推移から,29年 までは毎期,損 失が出ていることがわかる。

48>大 田黒登場まで利益は出ていないのである.ま た,売 却論自体は.…井文庫編 「.1ト事業史 〔資

料編四 ヒ〕上.三井鄭重,1971年,風 ページの二井商店理事会議事録を参照せよ。

49}三 井.文庫編 『二井事業史 〔資料編四L〕⊥..こ井文庫,1971f;一一,7Sページの議事録を参照せζ)

5① 木村.,前掲書,32-34ペ ージを参照。

51)同 ヒ言,22ペ ージから引用。
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3)技 術 者 の 構造 的位 置

技 術 者 は単 に工 学 的 知 識 ・設計 ・開 発 能 力 を保 有 し,新 型 機 械 設 備 を用 い て

生 産 に移 す こ とが で き る人 格鋤 とい う よ うな,純 技 術 的 ・中立 的 な位 置 にあ る

わ け で は な い 。彼 ら もま た,一 定 の 社 会 関 係 ドに お い て の み存 在 す る。 した

が って,こ こで 考 察 す る 「技 術 者 」 も経 営 構 造 上 の位 置 が 重 視 され る。 資 本 主

義 体 制 で は彼 らの特 殊 能 力 も 「商 品 化 」 され て は じめ て存 在 意 義 を獲 得 で きる

ので あ る。

一 般 機 械 類 の需 要
,海 軍 省 か らの 注 文 が い ず れ も少 ない 中,鐘 淵 紡 績 兵 庫 工

場 新 設 の際 の 諸 機 械(130馬 力 の 汽 罐 ・汽機,紡 績機 械 付 属 品),鋼 製 耐 震 煙 突

の注 文 を引 き受 け る こ とと な るが,前 者 は鐘 淵 紡 績 の社 長 が 巾上 川,専 務 が 朝

吹,支 配 人が 武 藤 とい う三 井の 諸 幹 部 の 意 向51`レが 大 き く左 右 して い る。 また,

後 者 は技 術 長 の吉 田の 設 計 で,従 来 の煉 瓦 造 の煙 突 を鋼 製 に し,評 判 良 く,そ

の後,注 文 が 殺 到 した 。 以 後,全 国.各地 の煙 突 の ほ とん どは芝 浦 製 で あ った と

し、う1濯。

そ の他 の技 術 者 を 見 てみ る と,潮 田伝 五 郎 は東 京 帝 国大 学 電 気 工 学 科 を卒 業

後,逓 信 省技 師 を経 て,明 治26年 に電 気L部 長,31年 に設 計 係 長 に な っ て い る。

.小野 が支 配 人 時 代 の29年 に渡 米 し世 界 状 況 を視 察 して い る、,若山時 代 の斯 波 健

太郎 は東 京 帝 国大 学 機 械1:学 科 を卒 業 後,口 本 鉄 道 を経 て,31年 に製 造 係 長 に

就 任 して い る。 経 歴 か ら考 えて,鉄 道 関 係 の製 造 を手 が け て い た と思 わ れ る。

しか し,こ の時 期 の技 術 者 の 権 力 は過 大評 価 され て は な らな い。 とい うの も,

① 管 理 にあ た るべ き技 術 者 は管 理 対 象 で あ る労 働 者 数 に対 して圧 倒 的 に少 数

で あ る こ と臥 ② 手 工 的 熟 練 性が ま だ 残 って い るた め に,技 術 者 の持 つ 工 学

52〕 内LL∫鳳 美 「企 業 内 技 術.渚 組 織 の 形 成 期 」 「.東京経 大 学 会 誌J第109・110合 併 号、19ア8年 、54

ペー ジ を参 照 。

53)木 村,26ペ ー ジ,社 史編,51ペ ー ジ を参 照 。 彼 ら はい わ ゆ る工 業 化 推 進 派 で あ ・つた.

5の 木 村,同 ヒ書,詞4ベ ー ジ を 参 照。

55}明H30年 に 人所 の 高 橋 綱 占 に よれ ば 、 当 時 はL場 所 属 以 外 の 職 工 が 何 百 人 と 入 りて お り,概 し

てか な り高 い 日.当 を支 払 って い た とい う.木 村 安.一一「小 林 作 太 郎 傳 』 東 京 芝 浦 電 気,ユ939年,75

ペ ー ジ を参 照 せ よ。
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的知識を使 ったところで労働能率を規制で きない,③ 工学的知識では技能の

判定,採 用 ・配置,賃 金決定,段 取 りなどの指示をするは不可能であったとい

う理由鮒などから親方に依存せざる得ない状況であったからである。

4)親 方的熟練工の構造的位置

親方という活動主体が持つ権力を吟味するには,こ の時期の工場の状況をよ

り詳 しく見る必要がある。労働の結合過程で見たように,こ の時期は機械化 と

いっても初歩射殺階であった57}ために,仕 上にしろ,組 立にしろ,製 罐にしろ,

熟練工に内在する技能自体が商品の優劣を大きく左右 した。

万能旋盤は鉄 を削る多様な作業を行 う工作機械であるが,対 象の大 きさに

よって旋盤の大きさを変える。旋盤の登場は金属加工の範囲を飛躍させたが,

この時期の段階では精度は著 しく低 く,加 工作業の大部分は熟練 した万能旋盤

工の 「ハン ドル捌 き」曲 に依存 していた。金属の切削作業は,バ イトの切れ味

によって作業能率 ・作業精度も大きく左右され.るために,熟 練工たちは専用バ

イトを蜜柑箱に一杯位抱えていたという。そして,実 際の切削では 「カン」 と

「コッ」で名人芸的に作業を行っていた。

しかし,こ の時期の工作機械である旋盤の精度は低いために,最 後に仕上工

によるヤスリ仕上げ作業を必要 とした。全工程を考えたとき,旋 盤工の機械作

業より仕上工の仕上加工o方 が熟練を要した59}ようである。

以上のように.親方的熟練工が大活躍できる背景には,① 当時の(競 争/商

品).市場条件が強 く影響 していたといえる。すなわち,こ の時期の機械工業は

輸入機械60,が圧倒的に強く,さ らに軍工廠の割合創 も圧倒的に高いという状況

では,民 間企業にとって市場 は狭い ものであったといえる。 この(競 争/商

56)兵 藤 釧r日 本 にお け る労 資 関 係 の展 開 」 東 京 大 学 出 版 会,1971年,79ペ ー ジ を参 照 。

57)同 上 書,66ペ ー ジ を参 照 。

58)山 本,前 幅 書,155ベ ー ジか ら引 用 。

59).同 上 書,163ぺrジ を 参 照 。

60)内 藤,前 掲 論 文,44-45ペ ー ジ に よる と,明 治25年 に358万 円 で あ っ た もの が29年 に.は1295万 円,

30年 に は2297万 円 に達 して い る。

61}同 上 論 文,48ペ ー ジ を参 照 せ よ。
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品)市 場 条 件 は 「一.・品 生 産 に近 い 多種 少 量 生 産 の 注 文 生 産 体 制 」 「万 屋 的 な 機

械 受 注 生 産 」晒 と な ら ざ る を得 な い こ と とな り,そ の こ とは この 時 期 の 芝 浦 製

作 所 の 商 品 構 成,上 記 の 注文 引 受 高 を 「変 動帯 な き」 もの に し,労 働 者 の 万 能

的 な手 工 的 熟 練 を 企 業 存続 ヒの 戦 略 的 要 因 に さ せ た 、:、② 技 能 養 成 制 度 と して 職

人 的 徒 弟 制 度 が 残 存醜 して い た 。 す な わ ち,旧 来 の 徒 弟 制 度 の よ うな 入 職 規 制

機 能 は 消 失 して い た が,年 季徒 弟 制 と類 似 した 制 度 が 広 く存 在 して い た の で あ

る。 親 方 ・徒 弟 共 に 賃 金 労働 者 化 して は い るの で あ るが,技 能 伝 習 方 法 は旧 来

の 徒 弟 制 が 色 濃 く残 って い た 。

5)現 場 労 働.者鋤 の 構 造 的 位 置

明 治20年 代 後 半 に は徒 弟 制 度 は 崩 壊 し,年 期 制 に基 づ く見 習 職 工 制 度 が 普 及

す るが,口 清 戦 後 の 急 速 な 近 代 丁:業の 発 達 は労 働 市 場 の 需 給 バ ラ ン スを需 要 増

大へ 傾 か せ,た だで さ え熟 練 工 供 給 不 足 の状 況 に拍 車 をか けだ ㌔ これ は熟 練

工 の 引 き抜.き を促 進 し,見 習1:ま で もそ の対 象 とな った 、、 も と も と低 賃 金 で

あ った こ ζか ら,労 働 需 給 の 逼 迫 で.見習 職...1:制度 が 無 実 化 す る ほ ど流 動 性 が 高

ま った のが この 時 期 で あ った 。 この 高 流 動 性 は28年 以 後 の賃 金 高 騰 に反 映 して

い る.ま た他 の労 働 者 と比較 して も重 工 業 労 働 者 の 実 質 賃 金 は上 昇 して い だ%

この よ うな引 き抜 き,逃 亡 等 に対 して,強 制 貯 金 ・積 立 金制 度 が 実 施 され て い

たカ㍉ それ を も無 視 して 移 動 して い た よ うで あ る し,こ うい う制 度 が あ る とい

う こ と 自体 が 高流 動 性 を反 映 して い る とい え る。 日露 戦 争 が 終 わ る ま で ぐ らい

まで の労 働.市場 の状 況 を見 て み る と,企 業 規 模 を 問わ ず 流 動 性 が 異常 に高 い 時

期67:で あ った。 こ こまで 流 動 性 が 高 い とい う こ とは現 場 労 働 者 に は芝 浦 に所 属

して い る とい う感 覚 は な いで あ ろ う し,経 営 層 も現 場 労 働 者 ま で 管理 して い る

とい う感 覚 もな い状 況 で あ った と言 い う る。

62}山 本,前 掲書,Mlベ ージから引用.

63}兵 藤,前 掲書.弱一70-一 ジを参照5

64)こ れは親方的熟練L以 外の中堅熟練工,見 習工 といった労働者を指している。

65)内 藤,前 掲論文,64ペ ージを参照.

66)兵 藤,前 掲書,2胆205ベ ージを参照せよ。

67>犬 丸義一校訂 「職L事 情(中)」 岩波文庫,1998年,26-27ペ ージの表を参照。
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また,同 時 期 の 「.女工 」 とは違 って,相 対 的で は あ るが 「鉄 工 に お け る争 奪

の 事例 は多 くは職1:自 身 の 自動 的 行.為」鮒 で あ った こ と も特 筆 さ れ るべ きで あ

る。 当時 の機 械 工 は 「渡 り職 人」 と して,全 国 の い ろ ん な.」1場を渡 り歩 くこ と

で 自 らの技 能 を陶 冶 す る闘 とい う慣 習 が 存 在 して い た ので あ る。

5小 括

まず,法 律的所有:者である三井銀行総長.三井高保や1:業 部部長の三井武之助

は芝浦製作所の存続に関係するような戦略的意思決定過.程に何 ら介入している

ところはなく,彼 らの役割は,「所有と労働の分離」(;歴 史的分化)を 法形式

的に確保する人格であるというこど0,を根拠に収益的支配権力γ"を行使 してい

るといえる。

次に,こ の時期の戦略は現場の経営者が発案 ・策定 し,三 井本社の巾上川 ら

工業化推進派が承認 し,現 場経営者が遂行 していた。芝浦製作所内での労働編

成に対する司令的支配権力は三井本社の中上川 ら工業化推進派 と派遣された専

門経営者とが共同 して構成 していた と評価で きる。専門経営者であった巾 ヒ川

の存在根拠は当座をしの ぐための販路を提供する媒.介者であった ことと,新 時

代に対応で きる,新 しい条件下で資本の増殖 と蓄積の方向性を出す とい う先見

の明 とにあった,,あ る程度の経営規模に達 している財閥では,い かなる天才で

あろうとも独.裁的に経営することは不可能なのであ り,程.度の差はあれ,三 井

以外の財閥も専門経営者を雇用 している'㌔ 以上のようなことを根拠にして,

68)同 ト書,26ペ ー ジか ら引用。

69)こ の時期の重Al),働 者には独 ヴ自営業者をR指 す者が 多く,ま たその条件 も存在 した.す な

わち,一 つの企業に長期間所属ず ることは従属す ることを意味 し,避 け る傾向があ った のであ る。

間宏rli本 労務管理史研究』 御.茶の水書房,1984年,441ぺ ・一ジ,兵 藤,前 掲書,1.ペ ージを参

照。

70)有 井行夫1株 式会社の正当性 と所有理論』 青木書店,1991年,18,9】 ペー ジな どを参照せ よ。

7Dこ の時期の芝浦は注 入額に見合 うだけの利益 を 日げ ることがで きず.常 に所有者か ら処分案が

浮上 していた。すなわち,収 益性 のみに着目 して権力を行使 してい るのであ り,経 営 に直接的 に

介入す るとい う意味での制約的支配権力は行使L..ていない と評価 した.

72〕 深 川,前 掲 占1,13ペ ー ジを参照せよ、
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中上川は戦略的意思決定過程 における司令的支配権力の一部を構成 していた。

しか し,い くら先見の明があ り戦略を策定したところで,具 体的な注文が発

生 し,商 品が生産できなければ,資 本主義社会では事業それ自体が成立 しない。

この時期の商品構成から考えて吉田 ・潮田 ・斯波といった技術者の特殊能力は

当時の芝浦製作所の商品製作上,重 要な戦略要因のひとつであり,そ の後の受

注を決定 しかねない経営構造上の位置にあったと.いえる。まさに制約的皮:配権

力を行使である。

さらに,高 流動的労働市場とい う条件下ではいかに優秀な熟練工を多く取 り

揃えるかということが企業として重要な要素となるが,そ の職工調達上の媒介

機能を果たしたのが親方的熟練工であった。流動性の高いこの時期では 「数多

の徒弟及び子分を有する職工」.alである親方に仕事 を依頼す るのが最 も効率的

かつ能率的でもあった。このようなことから,親 方的熟練工が行使する司令的

支配権力の 「根拠」は 「拉能の秘法伝授 を媒介押 する機能にこそあった。反

面,「 数百職工中賄賂の多少に拠 りて請負工事 を異にす る故職工収入金に大差

あ り該職工中賄遂せさるものあ り,其 者に対 しては甚だ疎暴の取扱ををするの

みならず時 として解雇することあ り」75,という役得行為 まで横行 した り,当 時

の 「女工」よりは比較的自由に 「入退出」できるが,そ れはあ くまで親方を介

してというの.が基本であった76〕ことも考慮すると,親 方層が持.つ現場労働者に

73)犬 丸義一校 訂 職.〔事情(中)」 岩波文庫,1998年,25ペ ージか ら引用 。

74)内 藤則邦 「「鉄工業」 にお ける労務管理 の形成」 「立教経 済学研究」第17巻 第3号,1963年,79

ペー ジか ら引用。 なお.兵 藤,前 掲書,121ペ ー ジで,内 藤 り 「秘法 伝授 を媒介 とする支配隷属

関係」 を評 して,「 ことばの含意 があ きらかでない」 と表 現 してい る。法律的所 有万能論的視角

か らは,所 有者で もなんで もない親方 とい う活動主体が.自らの技能 を閉鎖対象 として権力 を行使

す るとい う.発想が理解 しに くい ことを端 的に表 してい る。 この時期の生産 レベ ルで は 「技能」 こ

そが商品製造上の戦略要因であ ったのであ り,ひ いて は資本の増殖 と蓄積 を左右す るとい う意味

で,一 定の権力行使の根拠 とな るのであ ち。

75)「 東京砲兵 工廠砲 具工 場に於 いて収賄事 件」 『労働 世界」.第16号,1898年,5ペ ー ジ。な お,

木村,前 掲盲,38ペ ー ジには 「名主征伐」 とい う表現 もあ り,良 い意味で も悪 い意味で も権力が

絶大であ ったことを物語 ってい る。

76)東 条 由紀 彦 「明治20-30年 代 の.「労働力 」の性格 に関す る試論 」「史 学雑誌』第89編 第9号,

1980年,43ペ ージを参照。 なお,東 条 はこの ような親方 を通 じた労働移動 を 「同職集団」 と概念

規定 してい る。
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対 す る司 令 的支 配 権 力 は絶 大で あ っ た と言 え る、,

最 後 に,労 働 者 の高 流 動 性 は親 方 ・経 営 層 に対 す る,現 場 労 働 者 の 行使 す る

制 約 的支 配 権 力 を補 強 す る条 件 と して作 用 す る と同時 に 親方 層 もそれ を根 拠 に

経 営 層 に制 約 的 支 配 権 力 を行 使 して い た とい え る。 当時 の 市場 条 件 で あ る高 流

動 性 ・受 注 生 産 体 制 ・低 機 械 化 レベ ル とい う制 約 下 で は あ る が,彼 らが有 して

い た制 約 的支 配 権 力 は彼 らの技 能 それ 自体 に根 拠 が あ った ので あ る。


